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■総合計画とは 

行政計画の最上位計画として、まちづくりのあらゆる分野における今後の方向性を掲げる計画のことです。

法律により策定が義務付けられている「法定計画」ではなくなったものの、そのまちがどのような未来を描

いていくのかを示す重要な計画として、全国の自治体で策定が続けられています。 

 

■総合計画の構成とその役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総合計画の期間 

 

 年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

 
基本 

構想

 
基本 

計画

 

実施 

計画

 

 

■現総合計画の概要 

＜将来像＞ 

北広島町が 10 年間でめざすまちの姿をイメージしたものです。 

新たな感動・活力という言葉には、人口減少や少子高齢化、過疎化などに対応した新たな暮らしを創っていこ

うという思いを込めています。そして、子供たちに対する教育や農山村交流、神楽や花田植などの歴史・文化に

ふれることで、北広島町だからこそ味わえる感動を提供していこうという思いを表現しています。また、新たな活

力によって、あらゆる産業の振興、にぎわいのあるまちをめざすという思いを表現しています。 

 

 

＜重点方針(施策推進の視点)＞ 

第２次長期総合計画において施策を推進する視点として８つの重点方針を掲げています。それぞれが循環す

るイメージを持たせるとともに、移住・定住の前段階となる交流・関係人口にも力をいれています。 

 

総合計画とは

≪基本構想≫ 

施策の基本的な方向性を

示す「まちづくりの公理」とし

て 、 「 ま ち づ く り の 基 本 理

念」、「まちの将来像」、「まち

づくりの基本方針」を定めた

ものです。

≪基本計画≫ 

基本構想で描いた将来像

を実現するための施策を具

体化し、各分野での取り組む

べき施策の基本方向と、実現

するための主要な事業計画

を示すものです。

≪実施計画≫ 

基本計画に掲げる施策や

事業計画を実現するための

具体的な事務事業を明らか

にするもので、各年度の事業

の規模や財源などを明確に

した予算編成の指針となる

ものです。

具体化 実行

資料３

《第２次長期総合計画　将来像》

まちづくりの指針として策定

前期計画　５年間

基本計画を実現するために何をするべきなのか、事務事業を設定し実行
しています。 
また、事務事業評価・施策評価は毎年行っています。

毎年ローリング方式で実施

後期計画　５年間

町内外に向けた情報発信・情報の共有 

人や地域をつなぐネットワークの強化 

働く場の創出と魅力向上 

誰もが元気で、安心して 

暮らし続けられる環境づくり 

集落機能の維持や災害に 

備える仕組み・体制の強化 

ＵIJ ターンの促進による 

移住・定住人口の維持・増加 

地域に根付き未来を担う 

ひとづくり 

魅力の増幅による 

交流人口・関係人口づくり 

＜人や組織連携＞ ＜環境や場＞ 

＜町外とのつながり＞ ＜更なる人口の獲得＞ 

感動・活力の 

好循環を生み出す 
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■総合計画の位置づけ 

町の施策には、産業振興や福祉施策、教育や防災など、様々なものがあります。こうした施策は、各分野に

おける個別の計画において、具体的な取組が示されているものです。 

町の最上位計画となる総合計画においては、町全体としての方向性を持ってこれらの個々の施策分野を横

断的につなぐ役割を持っています。各分野の個別計画の方向性を定めるものであり、町の事業や予算編成に

も大きく関わります。 

総合計画：自治体の「まちづくり全体の方向性」を示す最上位の計画。 

将来のまちの姿や目指すべき方向を示し、その実現に向けた基本的な方針を定める。個別の施策

を検討する「土台」の役割。「まち全体・行政全般」を対象とし、10 年程度の長期的視点で将来像

を描く。 

個別計画：福祉、子育て、教育、防災、環境など、それぞれの分野に特化して施策や取組を具体化する計画。 

総合計画で示された大きな方向性に基づいて作られる、総合計画の将来像を実現するための「手

段」のような役割。「特定の分野や課題」に焦点をあて、3～5 年程度の中期的な実施計画として、

具体的な施策・数値目標を設定することが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期総合計画 

○町の最上位計画として、長期的な将来像を示す 

○個別の施策を横断的につなぐ（各分野個別の計画の方向性を一にする）

分野ごとの個別の施策を定める計画

■施策分野と基本的な方向性 

 

 施策分野Ⅰ　活力ある産業の創造と成長 施策分野Ⅱ　にぎわいと活気に満ちたまちづくり

 
基本的な方向性 

１　農業・畜産業の振興 

２　林業・水産業の振興 

３　商工業の振興 

４　起業支援と担い手育成 

重点的な取組 

❶　事業承継及び担い手の確保 

❷　商品やサービスのブランド化による販路拡大

基本的な方向性 

１　暮らしの基盤となる住環境の充実 

２　子どもの健やかな成長を支える環境づくり 

３　すべての人への充実した教育・学びの提供 

４　歴史・文化・伝統の継承と発信 

５　移住・定住を促すＰＲと受け入れ体制の強化 

６　交流を生むまちの魅力づくりと観光振興 

７　スポーツを通じたまちづくりの推進 

重点的な取組 

❶　旧町を越えた地域交流の拡大 

❷　“北広島ブランド”としての魅力の磨き上げと情報発信 

 施策分野Ⅲ　安心して元気に暮らせる地域の創出 施策分野Ⅳ　生活基盤の強化・強靭化

 
基本的な方向性 

１　地域福祉の推進 

２　健康づくり・元気づくりの推進 

３　高齢者福祉の推進 

４　障がい者福祉の推進 

５　人権の尊重・共生社会の実現 

重点的な取組 

❶　持続可能な地域コミュニティの充実・強化 

❷　健康づくり・元気づくりの推進 

基本的な方向性 

１　地域の拠点づくりとネットワークの形成 

２　交通環境の整備と移動に係る利便性の確保 

３　情報通信技術の基盤整備と利活用の推進 

４　生物多様性の保全と持続可能な循環型社会の形成 

５　水を大切にする暮らしの維持 

６　災害や緊急時に強い地域社会の実現 

７　安全な暮らしの確保 

重点的な取組 

❶　生活機能を維持するための拠点とネットワークづくり 

❷　新たな情報通信技術を活用した利便性の向上 

 施策分野Ⅴ　住民のための行財政運営

 
基本的な方向性 

１　町民と行政による協働のまちづくり 

２　健全な行財政改革 

重点的な取組 

❶　地域間をつなぐ人材ネットワークの仕組みづくり 

❷　DX（デジタルトランスフォーメーション）の導入によるスマート化 

地域福祉計画 

○福祉分野の最上位計画
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町全体としての目標を示す町の施策として整合を図る
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■北広島町総合戦略 

人口減少や少子高齢化に伴い、、防災上の安全の確保や地域行事の開催など生活を支える地域コミュニティ

の維持が困難となることが懸念されます。そのほか、地域経済への影響や教育、文化の伝承、公共施設の維

持管理・更新等についても、人口減少・少子高齢化を見据えた今後のあり方を検討していく必要があります。 

これらの課題や危機感を踏まえ、めざすべき将来の方向を以下の通り定めています。 

 

【総合戦略が目指す方向】 

（１）「北広島町での暮らし」を選択する定住者の増加 

（２）「結婚・出産・子育ての希望」をかなえられる環境の整備 

（３）高齢化・過疎化に対応した、生活機能を維持できる地域づくり 

（４）関係人口の創出・拡大による都市部とのつながり強化 

（５）新しい時代の流れを力にする Society5.0、SDGｓの推進 
 

このめざすべき方向に基づき、長期総合計画において掲げる「新たな感動・活力を創る北広島」の実現を

めざし、以下の基本目標のもと施策を推進します。なお、北広島町総合戦略は、北広島町長期総合計画と一

体的に推進しています。 

 

【施策の方向】 

基本目標１ 心響くしごとづくりと産業の魅力発信 

基本目標２ キタを体感する交流・定住と次代を担うひとづくりの推進 

基本目標３ 結婚・出産・子育てを幅広く応援する環境の整備 

基本目標４ 地域資源を生かした活力あふれる暮らしの創出  

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島町

DX 加速化

戦略


